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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回収したアルミニウム缶を熱処理して不純物を除去する工程と、それを小さく打ち砕い
て粒状アルミニウムとする工程と、該粒状アルミニウムを成型機にてブリケット状に圧縮
成型する工程を経由して製造されるアルミニウムブリケットにおいて、前記アルミニウム
ブリケットの形状が長方体の両端に半円柱体を具備した一体形状で、いわゆる厚肉の小判
形であって、その寸法が、長軸と短軸の比が１．３～２．７であり、長軸が４～８ｃｍの
範囲、短軸が３～５ｃｍの範囲、肉厚が２～３ｃｍの範囲で形成されていることを特徴と
する製鋼用アルミニウムブリケット。
【請求項２】
前記製鋼用アルミニウムブリケットの比重（ｇｒ／ｃｍ３）が、アルミニウム純度９５～
９８％の範囲において、２．０～２．５の範囲で、好ましくは２．２～２．３の範囲であ
ることを特徴とする請求項１に記載の製鋼用アルミニウムブリケット。
【請求項３】
　前記製鋼用アルミニウムブリケット又はリメルト製品に粒状アルミニウムを配合比１～
５０％の範囲で配合したことを特徴とする請求項１又は２に記載の製鋼用アルミニウムブ
リケット。
【請求項４】
　前記請求項１又は２又は３に記載の製鋼用アルミニウムブリケット又はリメルト製品に
粒状アルミニウムを配合比１～５０％の範囲で配合して製鋼用脱酸材として使用すること
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を特徴とする製鋼用アルミニウムブリケットの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、製鋼炉である上吹き又は底吹き転炉操業において、主として脱酸剤として使
用されるアルミニウムブリケットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、飲料用アルミニウム缶は、耐食性や表面塗装性の点で、高純度のアルミニウムが
用いられている。このアルミニウムの価格は、製造に際して、酸化アルミニウム原料から
金属アルミニウムへの精錬に多大な電力エネルギーを必要とするから高価である。
【０００３】
　近年、経済的及び省エネルギーによる地球環境の改善の観点から、使用済みアルミニウ
ムの再利用が積極的に行われ、その一つとして、主として使用済み飲料用アルミニウム缶
（Ｕｓｅｄ　Ｂｅｖｅｒａｇｅ　Ｃａｎｓ）を選別、焙焼、破砕造粒してＵＢＣペレット
としてリサイクルし、アルミニウム地金を得るための再溶解や製鋼分野等で脱酸剤として
再利用することが行なわれてきている。
【０００４】
　前述のアルミニウムの空き缶等の使用済み材料を再生処理してブリケットを製造する方
法は、空き缶を所定の大きさに砕き、ロータリーキルン等によって加熱処理することによ
り塗料等の不純物を除去し、そして、粒状又はカール状アルミニウムに成形した後に、ブ
リケットマシンやプレス機を用いて加圧・成型することにより所定の形状のアルミニウム
ブリケットに成形している。このアルミニウムブリケットは、主として鉄鋼の製鋼炉で、
溶融金属中に含まれる酸素ガスを除去する脱酸材として用いられ、或いは、再溶解してア
ルミニウム金属として再利用する溶解材料として用いられる。本方法については、概要が
先行技術として開示されている（文献１）。
【０００５】
　製鋼炉である転炉で精錬された溶鋼にアルミニウム金属を脱酸材として使用するには、
短時間に正確にその量を溶鋼に装入する必要がある。この操業を説明すると、図３に示す
ように、通常アルミニウム金属は、トラック又は貨車で地上の貯蔵バンカーに貯蔵され、
これを経由して転炉炉上ホッパー１４へとベルトコンベヤ１５で運搬される。炉上ホッパ
ー１４の下部には定量切出し振動フィダーが設けられ、その下の秤量ホッパー１３と協同
で必要量を切出し投入シュート１２を経由して転炉１０から出鋼された溶鋼を受ける取鍋
１１に投入する場合もある。上記の投入操作は、転炉中央操作室などから遠隔及び自動操
作で行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－１１８７６５公報（〔請求項１〕、〔０００４〕、〔図３〕）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記先行技術の製造方法によるアルミニウムブリケットは、比重も大きく、脱酸材とし
て製鋼炉に投入すれば効果が得られたが、その形状が、例えば６ｃｍφ×３ｃｍ厚みで、
重量１５０～２５０ｇｒの中実の円柱形状であるため、炉上ホッパーへ傾斜ベルトコンベ
ヤにより搬送する際に、コンベヤからブリケットが転がり落ち、特に搬送中の荷姿の後端
から転落しやすく、落下ブリケットによる機器の損傷や人身事故の恐れがあった。また、
転落物の除去・回収を必要とし、最悪の場合には製鋼炉の稼動状況にも悪影響を及ぼす問
題があった。
【０００８】
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　本発明は、これらの問題を解決したものであって、該ブリケットの形状を従来の円柱形
状から種々形状の変更を試行した結果、製鋼炉内での溶鋼脱酸を順調に行うとともに、炉
上ホッパーへの搬送や炉上ホッパーからの切出しを円滑にすることができるアルミニウム
ブリケットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に係る製鋼用アルミニウムブリケット
は、回収したアルミニウム缶を熱処理して不純物を除去する工程と、それを小さく打ち砕
いて粒状アルミニウムとする工程と、該粒状アルミニウムを成型機にてブリケット状に圧
縮成型する工程を経由して製造されるアルミニウムブリケットにおいて、前記アルミニウ
ムブリケットの形状が長方体の両端に半円柱体を具備した一体形状で、いわゆる厚肉の小
判形であることを特徴とする。
【００１０】
　従来、製鋼炉のような溶融金属中に回収したアルミニウムを添加して溶融反応させるた
めに、圧縮成型して比重を大きくした円柱状のアルミニウムブリケットが使われ、それな
りの効果が得られている。しかし、その形状が円柱状であるが故に、特に製鋼工場のよう
な高所にある炉上ホッパーへ傾斜コンベヤを用いて搬送する際に、該円柱状アルミニウム
ブリケットがコンベヤから転がり落ち易く、この落下物による安全上の問題や設備を損傷
して設備の稼動に悪影響を与える問題があった。
【００１１】
　この請求項の構成を採ることにより、小判形のアルミニウムブリケットは、円柱状と角
柱状とを合体した形状を有しており、この形状を採用することにより、円柱形状では転落
し易い問題、また角柱形状ではコンベヤなどの輸送機器がその角で損傷させられる問題を
解消した。　また、従来の製鋼炉で脱酸材として添加されていた小型アルミニウムインゴ
ットと比較しても、その作用及び効果において遜色がないものである。
【００１２】
　請求項１に係る製鋼用アルミニウムブリケットは、その寸法が、長軸と短軸の比が１．
３～２．７であり、長軸が４～８ｃｍの範囲、短軸が３～５ｃｍの範囲、肉厚が２～３ｃ
ｍの範囲で成型されていることを特徴とする。
【００１３】
この構成をとることにより小判形状のアルミニウムブリケットを粒状アルミニウムを素材
として圧縮成型することで製造する場合に、粒状アルミニウムを充填し易く、かつ圧縮力
を充填材料に一様に伝え易く、均一に圧縮成型できたアルミニウムブリケットが容易に得
らる。しかも、この小判形の寸法は、従来の成型機の仕様を大幅に変更することなく、小
判形の金型に変更して、アルミニウムブリケットを均質に、比重を大きくしたものを製造
することができる。
【００１４】
　請求項２に係る製鋼用アルミニウムブリケットは、請求項１に記載の製鋼用アルミニウ
ムブリケットにおいて、製鋼用アルミニウムブリケットの比重（ｇｒ／ｃｍ３）が、アル
ミニウム純度９５～９８％の範囲において、２．０～２．５の範囲で、好ましくは２．２
～２．３の範囲であることを特徴とする。
【００１５】
前述の小判形状の金型を採用することにより、純度９５～９８％の粒状アルミニウムから
圧縮成型することで、比重２．０～２．５の範囲のアルミニウムブリケットが容易に得ら
れ、これを製鋼炉で添加することにより溶鋼中の溶存酸素に対して良い脱酸効果が得られ
る。特に、比重２．２～２．３の範囲のアルミニウムブリケットは、脱酸反応及び圧縮成
型の生産性の点で、綜合的により効果的で、好適である。
【００１６】
　請求項３に係る製鋼用アルミニウムブリケットは、請求項１又は請求項２のいずれかに
記載の製鋼用アルミニウムブリケットにおいて、製鋼用アルミニウムブリケット又はリメ
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ルト製品に粒状アルミニウムを配合比１～５０％の範囲で配合したことを特徴とする。ま
た、請求項４に係る製鋼用アルミニウムブリケットの使用方法は、前記請求項１又は２に
記載の製鋼用アルミニウムブリケット又はリメルト製品に粒状アルミニウムを配合比１～
５０％の範囲で配合して製鋼用脱酸材として使用することを特徴とする。
【００１７】
小判形アルミニウムブリケットをホッパー内から切出す時に、アルミニウムブリケットの
移動が偏り、壁と壁との間で棚吊りを生じることが皆無ではなく、稀にある。しかし、こ
の構成をとることにより、粒状アルミニウムが摩擦を減らす滑り材として働き、前記ホッ
パーの棚吊りの防止に働き、円滑に所定量のアルミニウムブリケットを排出し易く、後工
程の操業を支障なく行うことができる。また、脱酸材として製鋼炉に投入する際に、粒状
アルミニウムは小判形アルミニウムと一体になって随伴され、溶鋼中に侵入することがで
き、ほぼ同様な脱酸効果を得ることができる。この配合比のより好適な範囲は５～２０％
である。また、粒状アルミニウムは小判形アルミニウムブリケットより処理工程が少ない
から、安価であり、これを混ぜることで経済的効果をもたらすことができる。なお、リメ
ルト製品も前記請求項１又は２又は３に記載の製鋼用アルミニウムブリケットと類似の形
状を有しており、粒状アルミニウムを混ぜることで、棚吊りの防止や脱酸材として前述の
効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る請求項１、２に記載の製鋼用アルミニウムブリケットによれば、小判形の
アルミニウムブリケットがコンベヤから転がり落ちないので、コンベヤ輸送上の問題を解
決し、また、比重が大きく、かつ小判形状により製鋼炉への脱酸材としての効果が十分に
発揮できる。また、本形状のアルミニウムブリケットの製造に際しては、比重の大きいブ
リケットが容易に製造でき、しかも既設の成型機設備を大幅に改造することなく、金型の
交換のみで対応できるから経済的である。また、本製鋼用アルミニウムブリケットは、従
来の円筒形アルミニウムブリケットに比べて、使用し易く、使用効果も大きく期待できる
ので、再生アルミニウムの使用量を増加させることができ、新生アルミニウムの使用量と
置き換わり、経済的、かつ、省エネルギーによる地球環境の改善に貢献することができる
。また、リメルト製品であるアルミニウムインゴットに比べ、本発明の製鋼用アルミニウ
ムブリケットは、比表面積がより大きいので、溶鋼との反応性がよい。また、製造コスト
も１０％強、安価であるから、経済性がある。
【００１９】
本発明に係る請求項３に記載の製鋼用アルミニウムブリケット及び請求項４に記載の製鋼
用アルミニウムブリケットの使用方法によれば、ホッパーの棚吊りの防止ができ、アルミ
ニウムブリケットやリメルト製品を円滑に排出し易く、操業の安定に貢献できる。また、
脱酸材として製鋼炉に投入しても、粒状アルミニウムは小判形アルミニウムやリメルト製
品と一体になって随伴して溶鋼中に侵入することができ、ほぼ同様な脱酸効果を得ること
ができる。また、粒状アルミニウムは小判形アルミニウムブリケットより処理工程が少な
く、安価であるので、置き換えにより経済的効果が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウムブリケットであ
って、（ａ）は模式的斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面図である。
【図２】図２は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウムブリケットをホ
ッパーに装入し、切出した場合のホッパー内部の状態図であって、（ａ）は棚吊り状態が
生じた場合の模式的断面図、（ｂ）は、粒状アルミニウムを混合した状態の模式的断面図
である。
【図３】図３は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウムブリケットを使
用する投入設備の概念図である。
【図４】図４は、粒状アルミニウム６の、小判形アルミニウム１に対する重量配合比を変
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えた場合の、ホッパー内での詰まり頻度を示すグラフである。
【図５】図５は、粒状アルミニウム６の、小判形アルミニウム１に対する重量配合比を変
えて、製鋼炉１０に投入した際の、アルミニウム歩留りを示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
本発明に係わる製鋼用アルミニウムブリケット１を実施するための形態について図１、２
、３を用いて説明する。図１は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウム
ブリケット１であって、（ａ）は模式的斜視図、（ｂ）は平面図、（ｃ）は側面図である
。図２は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウムブリケット１をホッパ
ー５に装入し、切出した場合のホッパー内部の状態図であって、（ａ）は製鋼用アルミニ
ウムブリケットで、棚吊り状態が生じた場合の模式的断面図、（ｂ）は、粒状アルミニウ
ム６を混合した製鋼用アルミニウムブリケットを使用した状態の模式的断面図である。図
３は、本発明を実施するための形態に係る製鋼用アルミニウムブリケットを使用する製鋼
炉への投入設備の概念図である。
【００２２】
本発明に係わる製鋼用アルミニウムブリケット１は、以下に記述する工程によって製造さ
れる。製鋼用アルミニウムブリケットは、主に回収したアルミニウム缶から塗装や缶内の
付着した不純物を除去するために４００～５００℃の温度の回転炉で焙焼等の熱処理を行
い、次いで、処理したアルミニウム缶を衝撃破砕機等により小さく打ち砕いて片が丸まっ
た粒状アルミニウムを得る。そして、粒状アルミニウムを成型機の小判形状の金型に充填
装入してから油圧式又は機械式プレス機により圧縮成型することにより小判形状の製鋼用
アルミニウムブリケット１を製造することができる。
【００２３】
前述の粒状アルミニウムは、大きさ１０～１５ｍｍ径の略球状であり、アルミニウム片が
丸まっていて、その比重（ｇｒ／ｃｍ３）はアルミニウムの真比重２．７に対して嵩比重
が０．６～０．７前後で軽い。これに対して、本発明に係る製鋼用アルミニウムブリケッ
ト１は、前記粒状アルミニウムをプレス機の小判形状の金型に充填して、押出し成型を施
して製造する。図１（ａ）に示すように、得られた製鋼用アルミニウムブリケット１の形
状は、長方体の両端に半円柱体を具備した一体形状で、いわゆる小判形状である。（ｂ）
に示すように、平面部２は長軸Ａが４～８ｃｍ、短軸Ｂが３～５ｃｍ、両端が円周部４で
、それは中心Ｃを持つ略半円形で半径ｒが１．５～２．５ｃｍである。また、（ｃ）に示
すように、側面部３は厚みｔが２～３ｃｍである。また、小判形状の金型を用いて、粒状
アルミニウムを金型に充填して、プレス機により押出し成型を施す場合に、前記金型の形
状が小判形であるから充填し易い形状であり、また押出し成型力が充填物に一様に伝わり
易く、成型物であるアルミニウムブリケット１の比重を大きくすることができる。また、
小判形の側面３に若干抜き勾配を設けることにより、平面部２側から充填、加圧し易く、
また成型物の取り出しも容易となる。
【００２４】
また、本製鋼用アルミニウムブリケット１の比重（ｇｒ／ｃｍ３）は、ブリケットのアル
ミニウム純度が９５～９８％の範囲であって、その範囲において、２．０～２．５の範囲
で製造できて使用するが、製鋼用脱酸材として、好ましくは２．２～２．３の範囲にする
のが、脱酸反応及び圧縮成型の生産性の点で、綜合的により効果的で、好適である。
【００２５】
本発明に係る製鋼用アルミニウムブリケット１は、酸素吹き精錬を終了した溶鋼に溶存酸
素が含まれるために、製品の品質維持のための脱酸に用いられる。この脱酸作業の場合、
製鋼炉１０内では下部に比重が大きい（７．５前後）溶存酸素を含んだ溶鋼があり、その
上部には比重２．０前後の過酸化状態の酸化物からなる溶融スラグが存在するので、溶鋼
の脱酸を効率よく行うには、炉内に投入したアルミニウムブリケット１が溶融スラグ層を
突き破って溶鋼面又は溶鋼中に到達する必要があり、これによってアルミニウムが溶鋼中
の溶存酸素と反応して脱酸を効率よく行うことができる。この点で、粒状アルミニウムは
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内部に空隙を有して嵩比重が０．６～０．７と低いので、これを投入しても、溶融スラグ
層で捕捉されて溶鋼に届かないから、脱酸作用が不十分であるのに対し、本製鋼用アルミ
ニウムブリケット１は比重が２．３～２．５あるので、溶融スラグ層を貫通して溶鋼に到
着し、所定の脱酸作用を行うことができる。また、小判型のアルミニウムブリケットは、
円柱状に比べ、若干表面積が大きく溶鋼との反応性も良好であり、しかも投入シュート１
２を滑落中に縦長の状態になりやすく、溶融スラグ層を貫通し易いと推定される。
【００２６】
前述のように製鋼用アルミニウムブリケット１が製鋼炉１０で精錬された溶鋼に用いられ
る工程は、図３に示すように、トラック又は貨車で地上の貯蔵バンカー（図示しない）に
貯蔵され、これを経由して転炉炉上ホッパー１４へと傾斜ベルトコンベヤ１５で運搬され
る。炉上ホッパー１４の下部には定量切出し振動フィダーが設けられ、その下の秤量ホッ
パー１３と協同で必要量を切出し投入シュート１２を経由して転炉１０から出鋼された溶
鋼を受ける取鍋１１に投入する。また、炉外精錬炉（図示しない）に投入する場合もある
。上記の投入操作は、転炉中央操作室などから遠隔及び自動操作で行われる。この傾斜ベ
ルトコンベヤ１５は通常、勾配が１３°前後で地上から建屋階上の高所に延びている。本
発明に係る製鋼用アルミニウムブリケット１は、形状が前述のように小判形を呈している
ので、ベルト上に積載して搬送しても、小判形が絡み合うために転がり落ちることがなく
、輸送を円滑に行うことができる。これにより、アルミニウムブリケット１の落荷による
人身や設備の損傷を防止し、ひいては設備の稼動に悪影響を与えることがない。これに対
して、円柱体のアルミニウムブリケットは転がり落ちる問題があり、また角柱体では角に
よりベルトに損傷を与える問題があったが、本発明の製鋼用アルミニウムブリケット１は
前述の問題点を解決した。
【００２７】
小判形製鋼用アルミニウムブリケットは前述の炉上ホッパー１４において、図２（ａ）に
示すように、稀有ではあるが、ホッパー５の側壁５（ａ）間で棚吊り部５（ｂ）、いわゆ
るブリッジが生じ、小判形アルミニウムブリケット１が円滑に下降せず、切出しを円滑に
行えないときがある。この対策としては、二つあり、一つは、側壁５（ａ）を対称形にし
ないで、非対称にすることにより棚吊りが発生し難くすることができるが、設備改造を伴
う場合が多い。もう一つは、請求項４に係る製鋼用アルミニウムブリケットで、小判形ア
ルミニウムブリケット１に前述の大きさ１０～１５ｍｍ径の略球状の粒状アルミニウム６
を重量配合比１～５０％で、好適には５～３０％を配合したもので、粒状アルミニウム６
が摩擦を減らす滑り材として働き、小判形アルミニウムブリケット１同士で生ずるホッパ
ーの棚吊り５（ｂ）を防止する。〔図４〕に、粒状アルミニウム６の、小判形アルミニウ
ム１に対する重量配合比を変えた場合の、ホッパー内での詰まり頻度を示す。これにより
、所定量の小判形アルミニウムブリケット１は，粒状アルミニウム６とともに、円滑に排
出され易くなり、後工程の操業に支障を与えない。〔図５〕に、粒状アルミニウム６の、
小判形アルミニウム１に対する重量配合比を変えて、製鋼炉１０に投入した際のアルミニ
ウム歩留りを示す。粒状アルミニウム６は小判形アルミニウム１と一体になって随伴され
溶鋼中に侵入することができ、重量配合比を変えてもほぼ同様な脱酸効果を得ることがで
きる。リメルト製品も小判形の製鋼用アルミニウムブリケットと類似の形状を有しており
、粒状アルミニウムを混ぜることで、棚吊りの防止や脱酸材として前述の効果を得ること
ができる。また、粒状アルミニウム６は小判形アルミニウムブリケット１より処理工程が
少なく、安価であるので、アルミニウムブリケットとの置き換えにより、経済的効果をも
たらすメリットがある。
【００２８】
　本発明の製鋼用アルミニウムブリケット１は、製鋼用脱酸材のみならず、アルミニウム
溶解炉でリメルトする材料として好適に用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
製鋼分野で適用できるのみならず、アルミニウム金属溶融炉の分野においても、回収再生
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アルミニウムブリケットとして再溶解することによりアルミニウム金属として再利用でき
る。
【符号の説明】
【００３０】
１：アルミニウムブリケット
２：平面部　　　　３：側面部　　　　４：円周部　　　　５：ホッパー
５（ａ）：側壁　　５（ｂ）：棚吊り部　　　　６：粒状アルミニウム
１０：製鋼炉　　　　１１：取鍋　　　１２：投入シュート　１３：秤量機
１４：炉上ホッパー　１５：装入コンベア
Ａ：長軸　　　Ｂ：短軸　　　ｒ：半径　　Ｃ：径中心　　ｔ：厚み

【図１】 【図２】
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